
秋田県の
糖尿病重症化予防の取組について

秋田県健康福祉部

健康づくり推進課
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糖尿病重症化予防かかりつけ医・産業医研修会



本日の内容
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１ 秋田県の現状
２ 特定健康診査・特定保健指導

実施状況

    ３ 秋田県の課題
４ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組

①県民の意識向上

②支援体制の整備

・県モデルプログラムの改正

③専門職の資質向上
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１ 秋田県の現状



糖尿病患者数

4出典：厚生労働省「患者調査」※H23～29のデータを新推計により算出した参考値
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患者数（千人） 4,468 5,278 5,649 5,791 5,523

○参考値：新推計による糖尿病患者数（全国）

（千人） （千人）

※

※新推計方法によるデータ
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※新推計方法によるデータ

※

１ 秋田県の現状



慢性腎臓病患者数

5出典：厚生労働省「患者調査」
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男性 女性

H23 H26 H29 R2 R5

患者数（千人） 606 639 794 837 893

○参考値：新推計による糸球体疾患、腎尿細管間質性疾患及び腎不全の患者数（全国）

（千人） （千人）

※H29以前のデータを新推計により算出した参考値(大分類のみ)

※

※

※新推計方法によるデータ
※新推計方法によるデータ

※

※

１ 秋田県の現状



新規透析導入患者数（全国）
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【健康日本21（第三次）の目標】
糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少→現状：減少

出典：日本透析医学会（患者調査票による集計）
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新規透析導入患者数（秋田県）
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原疾患が糖尿病性腎症の割合はR5で約36％ 近年は割合が低下傾向

１ 秋田県の現状



透析患者数（秋田県）
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※県外からの透析患者数を含む

１ 秋田県の現状



透析導入患者の
原疾患割合の推移（全国）

9
出典：一般社団法人 日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」の患者動態調査による集計

腎硬化症

糖尿病性腎症

慢性糸球体腎炎



糖尿病・腎不全による粗死亡率
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○糖尿病

出典：厚生労働省「令和６年人口動態統計（確定数）」

R5年 R6年

秋田県 死亡数 163 184

死亡率 17.9（8位） 20.7（1位）

全  国 死亡数 15,448 14,959

死亡率 12.7 12.4

R5年 R6年

秋田県 死亡数 331 328

死亡率 36.4（5位） 36.8（4位）

全    国 死亡数 30,208 29,665

死亡率 24.9 24.7

死亡数：人、死亡率：人口10万人当たり

○腎不全

１ 秋田県の現状



秋田県の総医療費に占める
生活習慣病の構成割合

11出典：秋田県国民健康保険団体連合会「令和５年度データマップ～データヘルス編～」

（単位：千円）

１ 秋田県の現状

(25市町村国保・２国保組合)



外来総医療費に占める
生活習慣病の構成割合
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出典：秋田県国民健康保険団体連合会
「令和５年度データマップ～データヘルス編～」

（単位：％）

１ 秋田県の現状

(25市町村国保・２国保組合)



被保険者数に占める
糖尿病患者の割合
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出典：秋田県国民健康保険団体連合会
「令和５年度データマップ～データヘルス編～」

（単位：％）

１ 秋田県の現状

(25市町村国保・２国保組合)



一人当たり糖尿病医療費
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出典：秋田県国民健康保険団体連合会
「令和５年度データマップ～データヘルス編～」

（単位：円）

１ 秋田県の現状
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２ 特定健診・特定保健指導の

 実施状況

自分の健康状態を知る



特定健康診査・特定保健指導

・ 医療機関を受診中であっても、健康づくりの観点から経時的に

受診することが望ましい。

・ 市町村等が行う糖尿病重症化予防事業においても、特定健診の

データがあれば、対象者の適切な抽出が可能となる。
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特定健康診査（特定健診） 特定保健指導

・メタボリックシンドームに着目した健診
（腹囲測定、血圧、血糖、脂質検査など）
・対象者：40歳～74歳

特定健診の結果、生活習慣の改善が
必要と判断された場合、専門職（保健師、
管理栄養士など）が生活習慣を見直す
サポートを行う。

健診受診率の向上が重要

２ 特定健康診査・特定保健指導の実施状況



特定健診実施率（H20年度～）
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出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」

２ 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

目標



特定保健指導実施率(H20年度～)
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目標

２ 特定健康診査・特定保健指導の実施状況



メタボリックシンドローム該当者、
予備群割合（H20年度～）
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○該当者割合

○予備群割合

出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」
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２ 特定健康診査・特定保健指導の実施状況



特定健診受診率と
一人当たり医療費の関係
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出典：秋田県国民健康保険団体連合会
「令和５年度データマップ～データヘルス編～」

１ 秋田県の現状

（単位：％、円）
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２ 秋田県の課題



２ 秋田県の課題
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○特定健診実施率が全国平均を下回っている

・・・健康状態未把握者が多い

→特定健診実施率の向上

○メタボリックシンドロームの該当者割合が増加傾向
○糖尿病や腎不全による粗死亡率が高い

→糖尿病の重症化予防・透析予防が重要
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３ 糖尿病重症化予防・

透析予防の取組



●第３期健康秋田２１計画（R6～R17） 糖尿病

秋田県の各施策における糖尿病重症化予防事業の位置付け①

指標名 現状値 目標値

HbA1cの値が6.5％以上の高血糖状態の者の割合
(40-74歳)

男性 R2年度 9.7% R15年度 7.3%

女性 R2年度 4.9% R15年度 4.3%

HbA1cの値が8.0％以上の血糖コントロール不良者の
割合

R2年度 1.26% R15年度 0.95%

糖尿病性腎症の年間新規透析導入患者数 R3年度 114人 R15年度 90人

秋田県の糖尿病に
よる粗死亡率：
全国２位（R4年）

HbA1cが6.5％以上の
割合が男女ともに全国
平均を上回っている

新規透析導入の
最大の原疾患は
糖尿病性腎症

糖尿病は成人の
中途失明の原因
疾患の第３位

＜指標＞

糖尿病の発症予防、重症化予防、糖尿病性腎症等の合併症による臓器障害の
予防などの多段階において、その対策を講じることが重要

24

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組



●第８次秋田県医療保健福祉計画（R6～R11） 糖尿病

秋田県の各施策における糖尿病重症化予防事業の位置付け②

指標名 現状 目標値 目標値

糖尿病患者の年齢調整死亡率
(人口10万対)(R2)

男性 秋田県 7.6 5.5未満 全国値に比べ高い水準にあるため
全国値を下回る目標とする

全 国 5.5

女性 秋田県 2.8 2.2未満 全国値に比べ高い水準にあるため
全国値を下回る目標とする

全 国 2.2

糖尿病性腎症に対する新規人工透析導
入患者数(人口10万対)(R3)

秋田県 11.7 減少 糖尿病重症化予防の推進により減
少とする

全 国 12.5

糖尿病の継続
治療患者が増
加傾向

特定健診受診
率が全国と比
べて低い

○数値目標（アウトカム）

○現状と課題 ①予防 ○目指すべき方向 (１)糖尿病の予防が可能な体制

適切な食習慣、適度な身
体活動等の生活習慣の改
善に関する取組を実施

特定健康診査・
特定保健指導の
実施

医療保険者、企業・団体と連携しながら、糖尿病の早期発見・早期治療に結びつけるため、
特定健診等の受診率の向上を図るとともに「秋田県糖尿病重症化予防モデルプログラム」
を参考とした重症化予防対策について、医師会など医療関係団体と協力して推進する。

○主要な施策（抜粋）

25



●第３期健康秋田２１計画（R6～R17） 慢性腎臓病（CKD）

秋田県の各施策における慢性腎臓病対策の位置付け①

指標名 現状値 目標値

腎不全による年齢調整死亡率(人口10万人当たり) 男性 R4年 8.8 R15年 7.7

女性 R4年 5.0 R15年 3.6

秋田県の腎不全による粗死亡率：
全国６位（R4年）

生活習慣を改善することがCKD
の発症や進行を抑えるために重要

CKDには自覚症状がほとんどないが、尿検査や
血液検査により発見が可能なため、発症の予防
に加えて、定期的な健康診断の受診が重要

＜指標＞

CKDの発症や進行を抑えるため生活習慣を改善することに加えて、早期発見の
ため定期的な健康診断の受診を促進する対策を講じることが重要

CKDは脳血管疾患や心疾患のリスクを高める
とともに、進行すると透析が必要となる

26

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組



●第８次秋田県医療保健福祉計画（R6～R11） 慢性腎臓病（CKD）対策

秋田県の各施策における慢性腎臓病対策の位置付け②

CKDはメタボとの関連が
深く、初期には自覚症状
がほとんどないため、定
期的な健診と生活習慣の
対策が重要

透析の一番の
原因は糖尿病
性腎症

○現状と課題

○目指すべき方向

糖尿病の治療や高血圧
のコントロールをきち
んと行うことが特に重
要

秋田県の腎不全に
よる粗死亡率：
全国６位(R4年)

◆ 特定健診の受診率向上に向け、医療保険者、企業・団体と連携するとともに、未治療者
への働きかけや、治療の中断者等を防ぐことを医療保険者とともに取り組む。
◆ CKD のリスク因子として、高血圧と糖尿病の管理が重要であることの啓発を医療保険  
者とともに取り組む。
◆ CKD 対策には、糖尿病対策が重要であることから、「秋田県糖尿病重症化予防事業」
等との重層的な対応に取り組む。

○主要な施策

CKDの早期発見のためには、健診
の定期的受診が重要。重症化対策
に向けては、特に糖尿病対策等を
医療保険者と協力して取り組む。

かかりつけ医等から
専門医への連携を促
進し、早期介入によ
る発症予防を支援

CKDの大きな要因となる
糖尿病重症化予防対策に
重点をおき、CKD対策の
取組を推進

27



具体的な取組内容
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・ 糖尿病重症化予防等に係る普及・啓発
・ 糖尿病のリスクの高い方への市町村による受診勧奨・保健指導等

①県民の意識向上

・ 秋田県糖尿病重症化予防モデルプログラムの見直し・普及
・ 県や保健所単位の会議の開催

②支援体制の整備

・ 保健指導を実施する保健師・管理栄養士等と、保健指導の依頼を行う
 医師との顔のみえる関係づくりを目的とした研修会の開催
・ かかりつけ医を対象とした研修会の開催
・ 糖尿病療養指導士を対象とした研修会の開催経費の一部負担

③専門職の資質向上

R7.3月に改正

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組
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「声かけあって、みんなで受診！」
健(検)診受診勧奨事業

・受診勧奨ポスターの作成（右図）

・かかりつけ医からの未受診者への  

受診勧奨

・がん対策推進企業等連携協定締結

企業から県民への受診呼びかけ

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ① 県民の意識向上



普及啓発

県政テレビ番組

●糖尿病重症化予防をテーマに放送

（出演：秋田大学大学院医学系研究科 代謝・内分泌

内科学講座教授 脇 裕典 氏）

●eGFRについて、お笑い芸人「ねじ」に

よるコント形式での解説動画をYouTubeに

アップ

新聞広告

World Diabetes Day（世界糖尿病

デー）に合わせ、R6.11.14に地元

新聞（秋田魁新報）に掲載

県政ラジオ広報番組

糖尿病重症化予防をテーマに、

R6.11.8にエフエム秋田で放送
30

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ① 県民の意識向上
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眼科・歯科受診を促すための
啓発ちらし

医療機関等に配布し、
糖尿病で治療中の患者
さんへの啓発に活用

・美の国あきたネット（コンテンツ
番号：85478）からダウンロード可能

・枚数、送付先を明記の上、

県健康づくり推進課までご連絡いた
だければ郵送します。
（TEL 018-860-1428）

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ① 県民の意識向上



国の動向

32

平成28年3月
厚生労働省・日本医師会・日本糖尿病対策推進会議の
三者で連携協定を締結

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備

糖尿病性腎症：個人の生活の質への影響と医療経済への
影響が大きい

平成28年4月
「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定し、
国レベルでも糖尿病性腎症重症化予防の取組を推進



国の糖尿病性腎症重症化予防プログラムの
基本的な考え方

33

●生活習慣の改善
●良好な血糖コントロールの維持    
●合併症の発症・進展の予防 など

糖尿病について未治療者・治療中断者 糖尿病について治療中の者

医療機関への
受診勧奨

生活習慣の改善を
促す保健指導

医療機関等と連携して生活習慣
の改善や療養についての指導

(※)

●腎不全、人工透析への移行を予防
●健康寿命の延伸 

出典：厚生労働省「糖尿病性腎症重症化予防事業実施の手引き(令和6年度版)」

※医療機関で糖尿病療養指導士等から療養指導を
受けている人については、原則除外する。

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備
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国の糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定を受け、

秋田県医師会・秋田県糖尿病対策推進会議・秋田県の三者連名で

「秋田県糖尿病重症化予防モデルプログラム」を策定

国において、市町村等における糖尿病性腎症重症化予防の取組状

況やプログラムの効果検証事業の結果、最新の医学的知見の状況

等を踏まえ、国プログラムを改定

国プログラムの改定を受け、本県においても更なる取組の推進を

図るため、R7年3月、県モデルプログラムを改正

H28年度

R5年度

R6年度

※R元、R2、R4年度にも一部改正を行っている

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備

秋田県糖尿病重症化予防
モデルプログラムの策定



県モデルプログラムの目的

35

（１）糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者・
治療中断者に対する受診勧奨

（２）糖尿病ではないが腎機能の低下がみられる者のうち、
医療機関未受診者・治療中断者に対する受診勧奨

（３）糖尿病性腎症等で治療中の患者のうち重症化リスクの
高い者に対する保健指導

糖尿病の重症化予防（腎症のほか、網膜症、神経障害を含む）

と透析予防を目的とする。

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備



県モデルプログラムの性格

36

市町村及び後期高齢者医療広域連合が実施する上での

参考プログラム

県モデルプログラムを参考に、地域の実情に応じて、

市町村ごとにプログラムを策定

市町村プログラム

・独自の基準を設定するなど柔軟な対応が可能

・既に行われている取組を尊重

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備



(1)受診勧奨対象者の抽出基準

37

保険者が特定健診データから、図表１に示す者を抽出した上で、

レセプトデータを照合し、直近6か月以内に糖尿病（HbA1c6.5%未満の者につ

いては慢性腎臓病を含む）で受診した記録のない者

【健診データ抽出要素】

・血糖の状況

・腎障害の状況

 （尿蛋白またはeGFR）

【国プログラムとの相違点】

① 国･･･抽出要素に血圧を入れている

 県･･･血圧を入れないものの、国の「血圧高値受診なし」(最も介入度

強）のレベルに合わせて介入レベルを設定

② 国･･･空腹時血糖または随時血糖(食後3.5時間以上):126mg/dL以上

 県･･･空腹時血糖126mg/dL(随時血糖200mg/dL)以上

未治療者について、従来の受診勧奨対象者よりも幅広く抽出

した上でレベルⅠ～Ⅲに分け、勧奨方法に強弱をつけた。

R7.3月の主な改正内容

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備



38

腎障害の程度

腎障害の程度
／判定不可

以下のどちらかに該当 以下のどちらかに該当 以下の両方に該当

・eGFR＜45 ・45≦eGFR＜60 ・60≦eGFR

・尿蛋白（＋）以上 ・尿蛋白（±） ・尿蛋白（－）

H
b
A

1c

（
％
）

8.0以上 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅲ

7.0～7.9 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅱ 受診勧奨Ⅱ 受診勧奨Ⅱ

6.5～6.9 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅱ 受診勧奨Ⅰ 受診勧奨Ⅰ

6.5未満
受診勧奨Ⅲ（eGFR＜45※）

受診勧奨Ⅱ
（eGFR＜60※60歳未満）

受診勧奨Ⅰ(尿蛋白(＋)以上)

図表１ 未治療者における受診勧奨対象者の抽出基準

介入の程度

弱

強

レベル 受診勧奨の方法

受診勧奨Ⅰ
通知等による受診勧奨を行う。

(面談等による受診勧奨を妨げるものではない)

受診勧奨Ⅱ 可能な限り、電話や訪問等により、個別に受診勧奨を行う。

受診勧奨Ⅲ 可能な限り速やかに、訪問や面談等の対面により、個別に受診勧奨を行う。

受診勧奨の方法
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腎障害の程度

腎障害の程度
／判定不可

以下のどちらかに該当 以下のどちらかに該当 以下の両方に該当

・eGFR＜45 ・45≦eGFR＜60 ・60≦eGFR

・尿蛋白（＋）以上 ・尿蛋白（±） ・尿蛋白（－）

H
b
A

1c

（
％
）

8.0以上 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅲ

7.0～7.9 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅱ 受診勧奨Ⅱ 受診勧奨Ⅱ

6.5～6.9 受診勧奨Ⅲ 受診勧奨Ⅱ 受診勧奨Ⅰ 受診勧奨Ⅰ

6.5未満
受診勧奨Ⅲ（eGFR＜45※）

受診勧奨Ⅱ
（eGFR＜60※60歳未満）

受診勧奨Ⅰ(尿蛋白(＋)以上)

改正前の抽出基準との比較

ａ ・尿蛋白（＋）以上かつ空腹時血糖126mg/dl（随時血糖200mg/dl）以上

・尿蛋白（＋）以上かつＨｂＡ１ｃ６．５%以上

ｂ ｅＧＦＲ４５ｍｌ/分/1.73㎡未満

(６０歳未満の者⇒ｅＧＦＲ６０未満の者についても受診勧奨することが望ましい)

CKD対策

※改正前の抽出基準

CKD対策



治療中断者への受診勧奨 ※変更なし

40

保険者がレセプトデータから、過去２年前から１年前までの１年間に

糖尿病での治療歴がある者で、最近６か月以内に糖尿病で受診した記録の
ない者を抽出
※健診データがある場合は、健診結果による受診勧奨を優先

対象者の抽出基準

●健診データが無いため、糖尿病性腎症の病期やＣＫＤ重症度分類が

   わからないことから、電話や手紙による受診勧奨を行う。

●初回受診勧奨の１～２か月後、電話で受診状況を確認し、未受診の

   場合は、面談等により再度、受診勧奨を行う。

受診勧奨の方法

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備



糖尿病保健指導の対象者 ※変更なし

41

Ａ1 Ａ2 Ａ3

尿定性 蛋白(めやす) （－） （+/-） （+）以上

尿アルブミン・クレアチニン比(mg/g) <30 30-299 300以上

<0.15 0.15-0.49 0.50以上

G1 >=90 保健指導 保健指導※

G2 60-89 保健指導 保健指導※

G3a 45-59 保健指導 保健指導 保健指導※

G3b 30-44 保健指導※ 保健指導※ 保健指導※

G4 15-29 専門医受診 専門医受診 専門医受診

G5 <15 専門医受診 専門医受診 専門医受診

尿蛋白・クレアチニン比(g/g)

eGFR

※eGFR３０以上４５未満であっても、eGFRの低下が年５以上では

専門医受診を検討する

※（みどり枠）･･･優先的に保健指導を行う対象

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備
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※（みどり枠）優先的に保健指導を行う対象
※ eGFR30以上45未満であってもeGFRの低下が

年５以上では専門医受診を検討する

糖尿病保健指導の対象者 (チラシ参照)

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備



糖尿病保健指導の流れ

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備

43



(2)保健指導の実施手順

44

【医療機関から保険者に提出する保健指導依頼書の簡略化】

・医師の負担軽減のため、記載項目は対象患者の氏名や連絡先に限定し、

保健指導の内容を保険者に任せるかどうかを選択いただくこととした。

・保健指導実施上の留意点や検査数値等は、事前打合せの際に保険者が医師から

聴取することとした。

主な改正内容

市町村からもアプローチ

依頼しやすく

医療機関が患者の診療情報等

から選定し、保険者に連絡

【保健指導対象者の選定方法】

保険者が健診データ等から抽出  

し、患者や医療機関に連絡
追加

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備



糖尿病保健指導依頼書 
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必要最小限の記載項目に限定

保健指導の内容を保険者に任せるかどうかを選択

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備
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●回数：６か月間で７回程度

●方法：電話、面談など

●内容：・健康状態の把握

・糖尿病・ＣＫＤ・生活習慣改善への理解度の確認

・取組目標の設定と取組継続のための支援

・取組の振り返り、取組継続のための助言等

【保健指導の活用例】
・自宅での生活状況等の確認が必要な場合
・医療機関での指導内容が自宅で継続できているかを確認
・医療機関において保健指導を行うことが難しい場合等

糖尿病保健指導の内容

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備

診療の補完として
市町村保健師等がサポート



市町村が行う保健指導と
医療機関が行う療養指導の違い

47

イメージ

出典：厚生労働省「糖尿病性腎症重症化予防事業実施の手引き(令和6年度版)」より抜粋



対象者

●生活習慣改善のための保健指導
●未治療者・治療中断者の受診勧奨

保険者
（市町村等）

専門医

かかりつけ医
かかりつけ
歯科医

かかりつけ
薬剤師・薬局

●専門的な検査・治療

●検査・治療、医学的管理
●市町村への保健指導依頼

●歯周病検査・治療、歯科疾患管理

●服薬管理・指導

市町村等の取組支援

県（保健所）
県糖尿病対
策推進会議

県医師会
県歯科
医師会

県薬剤師会 国保連合会

・対象者の情報を共有することで、適正な支援を行うことができる
・かかりつけ医→専門医、かかりつけ歯科医→かかりつけ医など、必要な関係機関へつなぐ

関係機関間の連携の方向性
連携における望ましい姿（イメージ）

48

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備
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評価項目 人数（人） 改善率（％）

①HbA1c改善 8 66.7

②体重改善 11 91.7

③問診票※点数改善 11 91.7

④行動目標の達成 12 100

※問診票：糖尿病栄養食事指導マニュアル

（（社）日本栄養士会他より）

○保健指導の実績（H29～R5年度の累計）

終了者12人／介入15人（H29 年度2人データなし、

入院による中断者1人を除く）

(参考)

保健指導の取組事例(X市の取組)

体重（令和５年度）

HbA1cの推移（令和５年度）



（参考）

R６年度 市町村の取組状況

50

実施
市町村数

実施状況

未治療者への受診勧奨
２５

62.3%が医療機関に
つながった※

治療中断者への受診勧奨
２３

30.0%が医療機関に
つながった※

治療中患者への
保健指導

(医師から依頼)
５

国保：12名に実施

（後期高齢：4名に実施）

(市町村から依頼)
６

国保：15名に実施

（後期高齢：9名に実施）

※医療機関受診のカウント方法
「糖尿病や慢性腎臓病と診断された」、「糖尿病や慢性腎臓病に関する検査を受けた・治療薬の
処方があった」場合をカウント

出典：秋田県健康づくり推進課調べ



県会議・地域会議の開催

県会議（健康づくり推進課）
●メンバー

【医療関係、有識者】※腎臓専門医含む

県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、秋田県糖尿病対策
推進会議

【行政関係】

市町村（保健衛生部門、国保部門）、県（保健衛生部門、
国保部門）、県保健所長会

【関係機関】

国民健康保険団体連合会

【医療保険者】

全国健康保険協会秋田支部、後期高齢者医療広域連合

●内容

・糖尿病重症化予防対策の評価・検証・見直しに関すること

・市町村での糖尿病重症化予防対策の支援に関すること

糖尿病重症化予防対策推進会議

●地域の課題解決に向けた取組
・実務者研修会の開催 ・保健指導に関する調査の実施
・事業周知リーフレットの作成 等

地域会議（各地域振興局福祉環境部）
●メンバー

【医療関係、有識者】 】※腎臓専門医を含む地域もある

郡市医師会、郡市歯科医師会、県薬剤師会支部、秋田県糖尿病
対策推進会議

【行政関係】

管内市町村（保健衛生部門、国保部門）、地域振興局福祉環境
部

【関係機関】

全国健康保険協会秋田支部、後期高齢者医療広域連合

【オブザーバー】

秋田県国民健康保険団体連合会、周辺の管外市町村（保健衛生
部門）

●内容
・管内市町村の行う糖尿病重症化予防対策の評価・検証・課題
の検討に関すること

・管内市町村と医療機関の糖尿病重症化予防対策の連携に関す
ること

51

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ② 支援体制の整備



研修の実施

52

３ 糖尿病重症化予防・透析予防の取組 ③ 専門職の資質向上

●内容

糖尿病患者等の診療を行う医師を対象に、県糖尿病重症化予防モデルプログラムの
周知を図るとともに、糖尿病専門医が、糖尿病や糖尿病性腎症に関する最新の治療法
等についての講演を行う。

●秋田県医師会に委託

●県内３か所（大館市・秋田市・横手市）で実施

糖尿病重症化予防のための医師研修事業（R2～）

●内容

市町村の保健師・管理栄養士等と、保健指導の依頼を行う医師との
顔の見える関係づくりを目的とした研修会を行う。

●NPO法人 秋田県糖尿病対策推進協議会に委託

●県内３か所で実施（12/6（土）秋大、12/20（土）よこてシャイニーパレス、

2/7（土）北秋田市民ふれあいプラザコムコム）

糖尿病重症化予防のための多職種連携推進事業（R5～）

糖尿病療養指導士を対象
とした研修会の開催経費
の一部を県が負担

本研修会
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未治療者・治療中断者の医療機関受診

治療中患者の保健指導

【国プログラム】「対象者への通知等はできるだけ広く情報提供する」方針

→ これまで対象外だった早期の糖尿病予備群やリスク者も拾い上げ、

重症化する前に支援する目的

【県プログラム】 改正前の受診勧奨対象者よりも幅広く抽出

◎受診勧奨後、患者さんが受診した場合は、上記の目的等を踏まえて

ご対応をお願いします。

自治体と医師が協力して透析予防・健康寿命延伸を目指すために、
必要な患者さんに糖尿病保健指導を勧めていただくとともに、   
市町村等へのご連絡をお願いします。
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ご清聴ありがとうございました
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